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ノロウイルスによる食中毒の予防について 

 

 

例年、ノロウイルスによる食中毒は、冬期に多発し、年間食中毒患者数の約

５割を占め、食中毒予防の観点から重要な問題となっています。発生件数は、

毎年 10 月から増えはじめ、11 月に急増する傾向があり、発生原因の多くは調理

従事者を介したものとなっております。 

大量調理施設（弁当屋、仕出し屋、旅館、学校、病院等）等に対し、リーフ

レット、ノロウイルスＱ＆Ａ及び関連通知※に基づき、調理従事者の衛生管理に

ついて周知、指導を行うようお願いいたします。 

なお、公益社団法人日本食品衛生協会においては、11 月から１月までの間を

「ノロウイルス食中毒予防強化期間」として、食品等事業者や消費者に対し、

広く啓発活動事業を推進することとしていることから、厚生労働省では後援名

義の使用を承認したので、貴管下の食品衛生協会等の関係団体における自主衛

生管理の推進及び食中毒の未然防止を図る事業について、御支援・御協力いた

だけますようお願いいたします。 

 

※「食品等事業者が実施すべき管理運営基準に関する指針（ガイドライン）」 

（平成 16 年２月 27 日付け食安発第 0227012 号別添。最終改正；平成 26 年 10

月 14 日食安発 1014 第１号）、 

「大量調理施設衛生管理マニュアル」（平成 9 年 3 月 24 日付け衛食第 85 号別

添。最終改正：平成 25 年 10 月 22 日付け食安発 1022 第 10 号）、 

「ノロウイルス食中毒対策について」（平成 19 年 10 月 12 日付け食安発第

1012001） 
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